
目
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区
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款
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指
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落
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…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
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…
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三
〇
三

○
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定
非
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動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
…
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…
…
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…
…
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…
…
…
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三
〇
三

○
特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
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て
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
〇
四
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公
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会
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
〇
五

○
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
保
安
林
内
の
立
木
の
伐
採
を
許
可
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
限
度
…
…
三
〇
五

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
〇
六

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
変
更
に
伴
う
公
告
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
〇
七

○
水
防
警
報
を
す
る
河
川
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
〇
七

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
年
五
月
二
十
三
日
釜
無
川
右
岸
土
地
改
良
区
連
合
の
定
款
の
一
部
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号

富
士
川
水
系
滝
戸
川
、
境
川
、
坪
川
、
滝
沢
川
及
び
芦
川
に
係
る
浸
水
想
定
区
域
並
び
に
浸
水
し
た

場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
定
め
た
の
で
、
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
治
水
課
、
中
北
建
設
事
務
所
、
峡
東
建
設
事
務
所
及
び
峡

南
建
設
事
務
所
に
備
え
置
き
、
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

公
　
　
　
告

'

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十

五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の

で
あ
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

ｉ
Ｊ
Ａ
Ｍ
Ｐ
（
行
財
政
情
報
サ
ー
ビ
ス
）
の
受
信
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
企
画
部
企
画
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
時
事
通
信
社
　
東
京
都
中
央
区
銀
座
五
丁
目
十
五
番
八
号

五
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

三
千
五
百
九
十
一
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

'
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
年
五
月
十
四
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
五
十
八
号
　
　
平
成
二
十
年
六
月
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
〇
三

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
年六

月
二
日

第
千
八
百
五
十
八
号

月　曜　日



二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
な
ん
ぶ
農
援
隊

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
鈴
木
俊
輔

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
南
巨
摩
郡
南
部
町
本
郷
八
千
三
百
二
十
一
番
地

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
主
に
南
部
町
内
よ
り
生
ず
る
生
ゴ
ミ
を
回
収
し
て
、
有
用
微
生
物
の
発
酵
作
用

に
よ
り
肥
料
・
飼
料
化
し
、
有
機
栽
培
農
業
及
び
畜
産
業
に
活
用
し
、
農
業
の
向
上
・
環
境
の
浄

化
・
健
康
増
進
の
た
め
の
事
業
を
行
い
、
大
自
然
の
生
命
を
大
切
に
し
た
共
存
・
共
栄
の
地
域
づ

く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
年
五
月
十
五
日
か
ら
同
年
七
月
十
四
日
ま
で

'

特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
つ
い
て

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九
条

第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
し
よ
う
と
す
る

特
別
保
護
地
区
の
名
称
、
区
域
等
を
次
の
と
お
り
公
告
し
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
六
月
十

六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
御
岳
特
別
保
護
地
区

１
　
特
別
保
護
地
区
の
名
称

御
岳
特
別
保
護
地
区

２
　
特
別
保
護
地
区
の
区
域

甲
府
市
所
在
中
北
県
有
林
事
業
区
第
九
十
六
林
班
い
・
い
・
い
・
い
・
ろ
・
ろ
・
ろ
・
ろ
・
は

・
は
小
班
、
第
九
十
八
林
班
い
・
い
・
い
・
ろ
・
ろ
・
ろ
・
ろ
・
ろ
・
イ
・
ニ
・
ホ
小
班
、
第
九

十
九
│
Ⅰ
林
班
い
・
ろ
・
ろ
小
班
、
甲
斐
市
所
在
第
九
十
九
│
Ⅱ
林
班
い
・
い
・
ろ
・
ろ
・
ろ
・

ろ
・
ろ
・
は
・
は
・
は
・
は
・
ロ
小
班
、
第
百
│
Ⅰ
林
班
い
・
ろ
・
り
・
ぬ
・
ぬ
・
る
小
班
、
第

百
│
Ⅱ
林
班
い
小
班
の
区
域
（
た
だ
し
県
道
敷
及
び
建
物
敷
を
除
く
。）

３
　
特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４
　
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

（一）

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

（二）

特
別
保
護
地
区
の
指
定
目
的

御
岳
鳥
獣
保
護
区
は
、
甲
府
市
中
西
部
お
よ
び
甲
斐
市
北
東
部
に
位
置
す
る
御
岳
昇
仙
峡
を

中
心
と
し
た
標
高
五
百
〜
千
二
百
メ
ー
ト
ル
の
地
域
で
あ
る
。

当
該
地
域
の
植
生
は
主
に
ヤ
マ
ツ
ツ
ジ
や
ア
カ
マ
ツ
、
ク
リ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
コ
ナ
ラ
、
ク
ヌ

ギ
等
が
分
布
し
、
部
分
的
に
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
の
植
林
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
鳥
類
は
、
ヒ
ヨ
ド
リ
、

ツ
グ
ミ
、
ホ
オ
ジ
ロ
、
ル
リ
ビ
タ
キ
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
等
を
含
め
多
種
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、

獣
類
は
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
と
い
っ
た
大
型
哺
乳
類
を
は
じ
め
、

ニ
ホ
ン
ザ
ル
、
テ
ン
、
ム
サ
サ
ビ
、
ニ
ホ
ン
リ
ス
、
ア
ズ
マ
モ
グ
ラ
、
ヤ
マ
ネ
等
の
中
〜
小
型

哺
乳
類
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
当
該
地
域
は
、
良
好
な
自
然
環
境
が
保
た
れ
て
お
り
森
林
に
生
息
す
る
多
種
の

鳥
獣
に
と
っ
て
重
要
な
地
区
と
な
っ
て
い
る
た
め
保
護
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

当
該
地
域
の
中
で
も
、
特
に
御
岳
昇
仙
峡
を
中
心
と
し
た
区
域
は
、
原
生
自
然
環
境
が
保
存

さ
れ
て
お
り
、
特
別
保
護
地
区
と
し
て
指
定
し
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
当
該
区
域
は
秩
父
多
摩
甲
斐
国
立
公
園
の
特
別
地
域
、
ま
た
文
化
財
保
護
法
に
よ
る
国

の
名
勝
と
し
て
も
指
定
を
受
け
て
い
る
。

（三）

特
別
保
護
地
区
の
保
護
管
理
方
針

a

定
期
的
に
巡
視
を
実
施
す
る
等
に
よ
り
、
静
謐
な
環
境
の
保
持
を
図
り
、
鳥
獣
の
安
定
的

な
生
息
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
る
。

s

鳥
獣
の
生
息
に
影
響
の
な
い
範
囲
で
、
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場
、
環
境
教
育
・
学
習
の

場
と
し
て
活
用
を
図
る
。

d

特
別
保
護
地
区
の
指
定
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
般
県
民
に
対
し
普
及
啓
発
に
努
め
る
。

５
　
１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
縦
覧
場
所

山
梨
県
森
林
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
及
び
中
北
林
務
環
境
事
務
所

二
　
本
栖
特
別
保
護
地
区

１
　
特
別
保
護
地
区
の
名
称

本
栖
特
別
保
護
地
区

２
　
特
別
保
護
地
区
の
区
域

南
巨
摩
郡
身
延
町
及
び
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
本
栖
湖
量
水
標
零
メ
ー
ト
ル
時
（
海
抜
八
百

九
十
九
・
二
三
三
メ
ー
ト
ル
）
水
面
全
域

３
　
特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間

平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４
　
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

（一）

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
五
十
八
号
　
　
平
成
二
十
年
六
月
二
日

三
〇
四

１

２

３

４

１

２

３

４

１

２

３

４

１

１

２

３

１

２

３

４

５

１

１

１

２

１

２

１

２

３

１

１

３

１

２

１

４

５

２

１



集
団
渡
来
地
の
保
護
区

（二）

特
別
保
護
地
区
の
指
定
目
的

本
栖
鳥
獣
保
護
区
は
、
南
巨
摩
郡
身
延
町
お
よ
び
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
に
位
置
す
る
本

栖
湖
を
中
心
と
し
た
地
域
で
あ
り
、
ヤ
マ
ツ
ツ
ジ
や
ア
カ
マ
ツ
、
ク
リ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
コ
ナ
ラ

等
が
分
布
し
て
い
る
。
当
該
地
域
は
、
河
口
湖
、
西
湖
、
精
進
湖
、
山
中
湖
と
同
様
に
、
多
数

の
渡
り
鳥
が
中
継
地
と
し
て
利
用
す
る
重
要
な
地
区
と
な
っ
て
い
る
。

特
に
、
当
鳥
獣
保
護
区
の
中
で
も
、
本
栖
湖
の
区
域
は
、
渡
り
鳥
の
ね
ぐ
ら
、
採
餌
場
と
し

て
重
要
で
あ
り
、
マ
ガ
モ
、
ホ
シ
ハ
ジ
ロ
、
キ
ン
ク
ロ
ハ
ジ
ロ
、
カ
ワ
ア
イ
サ
等
の
渡
り
鳥
が

多
数
確
認
さ
れ
て
お
り
、富
士
箱
根
伊
豆
国
立
公
園
第
二
種
特
別
地
域
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
区
域
は
、
本
栖
鳥
獣
保
護
区
の
中
で
も
特
に
保
護
を
図
る
必
要
が
あ
る
区

域
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
水
面
全
域
を
特
別
保
護
地
区
に
指
定
し
、
当
該
区
域
に

渡
来
す
る
渡
り
鳥
及
び
そ
の
生
息
地
の
保
護
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

（三）

特
別
保
護
地
区
の
管
理
方
針

a

定
期
的
に
巡
視
を
実
施
す
る
等
に
よ
り
、
静
謐
な
環
境
の
保
持
を
図
り
、
鳥
獣
の
安
定
的

な
生
息
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
る
。

s

本
栖
湖
等
の
鳥
獣
の
生
息
地
の
環
境
を
適
切
に
保
持
し
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
に
著
し
い
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

d

鳥
獣
の
生
息
に
影
響
の
な
い
範
囲
で
、
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場
、
環
境
教
育
・
学
習
の

場
と
し
て
活
用
を
図
る
。

f

特
別
保
護
地
区
の
指
定
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
般
県
民
に
対
し
普
及
啓
発
に
努
め
る
。

５
　
１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
縦
覧
場
所

山
梨
県
森
林
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
及
び
富
士
・
東
部
林
務
環
境
事
務
所

'

公
聴
会
の
実
施

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九
条

第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
聴
会

を
開
催
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
御
岳
特
別
保
護
地
区

１
　
開
催
日
時

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日
（
火
）
午
後
二
時

２
　
開
催
場
所

韮
崎
市
本
町
四
丁
目
二
番
四
号
　
山
梨
県
北
巨
摩
合
同
庁
舎
四
階
四
〇
一
会
議
室

３
　
聴
こ
う
と
す
る
案
件

御
岳
特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
つ
い
て

４
　
公
聴
会
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

韮
崎
市
本
町
四
丁
目
二
番
四
号
　
山
梨
県
森
林
環
境
部
中
北
林
務
環
境
事
務
所
森
づ
く
り
推
進

課
（
電
話
〇
五
五
一
―
二
三
―
三
〇
八
八
）

二
　
本
栖
特
別
保
護
地
区

１
　
開
催
日
時

平
成
二
十
年
六
月
二
十
五
日
（
水
）
午
後
二
時

２
　
開
催
場
所

富
士
吉
田
市
上
吉
田
一
丁
目
二
番
五
号
　
山
梨
県
富
士
吉
田
合
同
庁
舎
三
階
中
会
議
室

３
　
聴
こ
う
と
す
る
案
件

本
栖
特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
つ
い
て

４
　
公
聴
会
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

都
留
市
田
原
三
丁
目
三
番
三
号
　
山
梨
県
森
林
環
境
部
富
士
・
東
部
林
務
環
境
事
務
所
森
づ
く

り
推
進
課
（
電
話
〇
五
五
四
―
四
五
―
七
八
一
二
）

'

平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
保
安
林
内
の
立
木
の
伐
採
を
許
可
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
限
度

森
林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
保
安
林
の
皆
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
に
つ
き
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
限
度
を
定
め
た
の
で
、
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

同

一

の

単

位

と

さ

れ

る

保

安

林

皆
　
伐
　
面
　
積
　
の
　
限
　
度

甲
府
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
六
〇
一
・
七
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

甲
府
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
六
九
・
六
九
ヘ
ク
タ
ー
ル

甲
府
地
区
保
健
保
安
林

三
・
三
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

笛
吹
川
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
一
八
五
・
九
七
ヘ
ク
タ
ー
ル

笛
吹
川
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
〇
八
・
三
三
ヘ
ク
タ
ー
ル

笛
吹
川
干
害
防
備
保
安
林

〇
・
七
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

鰍
沢
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
七
四
〇
・
六
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

鰍
沢
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
四
一
・
〇
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

鰍
沢
地
区
干
害
防
備
保
安
林

七
・
一
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

山
梨
県
公
報
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八
百
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年
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日
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鰍
沢
地
区
保
健
保
安
林

一
一
・
五
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

韮
崎
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
一
四
一
・
八
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

韮
崎
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

五
五
四
・
九
四
ヘ
ク
タ
ー
ル

多
摩
川
上
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

七
二
八
・
〇
四
ヘ
ク
タ
ー
ル

多
摩
川
上
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
六
・
〇
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

相
模
川
中
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
一
五
三
・
三
四
ヘ
ク
タ
ー
ル

相
模
川
中
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
五
三
・
七
四
ヘ
ク
タ
ー
ル

相
模
川
上
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
二
一
・
二
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

相
模
川
上
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
七
一
・
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

'

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
西
沢

堰
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

古
屋
　
　
昭

北
杜
市
高
根
町
上
黒
澤
八
五
七

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

同

古
屋
　
賢
司

同
　
　
　
　
　
上
黒
澤
一
四
〇

同

同

岩
淵
　
龍
雄

同
　
　
　
　
　
上
黒
澤
七
三
四
―
一

同

同

黒
倉
　
寛
雄

同
　
　
　
　
　
上
黒
澤
六
一
八
―
二

同

同

浅
川
　
好
和

同
　
　
　
　
　
上
黒
澤
一
二
一
六

同

同

歌
田
　
美
秋

同
　
　
　
　
　
上
黒
澤
一
二
六
七

同

同

山
縣
　
一
美

同
　
　
　
　
　
上
黒
澤
一
四
〇
〇

同

同

清
水
　
康
雄

同
　
　
　
　
　
下
黒
澤
二
一
二
八

同

同

中
沢
　
安
彦

同
　
　
　
　
　
下
黒
澤
二
〇
三
三

同

同

深
澤
　
清
敏

同
　
　
　
　
　
下
黒
澤
一
六
四
四
―
二
同

同

老
松
　
知
紘

同
　
　
　
　
　
下
黒
澤
七
五
五

同

同

永
関
　
晴
男

同
　
　
　
　
　
下
黒
澤
二
四
九
七

同

同

八
巻
　
勝
次

同
　
　
　
　
　
下
黒
澤
九
五
九

同

同

川
久
保
兼
夫

同
　
　
　
　
　
下
黒
澤
二
八
六
八

同

同

櫻
井
　
親
敏

同
　
　
　
　
　
下
黒
澤
二
七
五
五

同

同

大
久
保
広
仁

同
　
　
　
　
　
下
黒
澤
二
三
七
―
一

同

監
　
事

櫻
井
　
達
雄

同
　
　
　
　
　
下
黒
澤
二
八
九
四

同

同

永
関
　
　
紘

同
　
　
　
　
　
下
黒
澤
八
四
七

同

同

山
縣
　
久
高

同
　
　
　
　
　
上
黒
澤
一
四
〇
八

同

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

浅
川
　
文
彦

北
杜
市
高
根
町
上
黒
澤
一
二
二
〇

平
成
二
十
年
四
月
一
日

同

古
屋
　
三
雄

同
　
　
　
　
　
上
黒
澤
一
六
六

同

同

古
屋
　
朝
布

同
　
　
　
　
　
上
黒
澤
一
〇
五
一

同

同

広
瀬
　
英
勝

同
　
　
　
　
　
上
黒
澤
七
二
八

同

同

黒
倉
　
三
憲

同
　
　
　
　
　
上
黒
澤
六
六
一

同

同

歌
田
　
文
人

同
　
　
　
　
　
上
黒
澤
一
二
四
二

同
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同

歌
田
　
　
優

同
　
　
　
　
　
上
黒
澤
一
六
五
三
―
五
同

〇

同

中
澤
　
勇
次

同
　
　
　
　
　
下
黒
澤
二
〇
〇
五

同

同

永
関
　
　
茂

同
　
　
　
　
　
下
黒
澤
一
八
〇
三
―
一
同

七

同

内
藤
　
太
喜

同
　
　
　
　
　
下
黒
澤
一
六
三
八

同

同

小
野
　
幸
男

同
　
　
　
　
　
下
黒
澤
七
〇
七

同

同

小
野
　
　
勝

同
　
　
　
　
　
下
黒
澤
七
四
八

同

同

田
中
　
司
郎

同
　
　
　
　
　
下
黒
澤
九
四
八

同

同

川
久
保
保
之

同
　
　
　
　
　
下
黒
澤
二
八
六
七

同

同

櫻
井
　
秀
樹

同
　
　
　
　
　
下
黒
澤
二
七
五
〇

同

同

輿
石
　
芳
一

同
　
　
　
　
　
下
黒
澤
一
九
三
―
二

同

監
　
事

古
屋
　
富
蔵

同
　
　
　
　
　
上
黒
澤
八
六
一

同

同

中
澤
恵
之
助

同
　
　
　
　
　
下
黒
澤
二
〇
二
四

同

同

深
澤
　
清
敏

同
　
　
　
　
　
下
黒
澤
一
六
四
四
―
二
同

'

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
変
更
に
伴
う
公
告

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
（
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
牧
丘
東
部
地
区
）
の
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の

概
要
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

'

水
防
法
に
基
づ
く
水
防
警
報
を
す
る
河
川
の
指
定

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
水
防
警
報
を

す
る
河
川
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
六
月
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

水
系
名

河
川
名

指
　
　
　
定
　
　
　
区
　
　
　
間

富
士
川

滝
戸
川
（
左
岸
）
甲
府
市
下
向
山
町
千
八
百
十
番
地
先
境
橋
か
ら

中
央
市
高
部
千
四
十
九
番
の
二
地
先
新
滝
戸
川
橋
ま
で

（
右
岸
）
甲
府
市
下
向
山
町
三
千
九
百
五
番
の
十
地
先
境
橋
か
ら

中
央
市
高
部
千
九
百
二
十
二
番
の
四
地
先
新
滝
戸
川
橋
ま
で

境
川

（
左
岸
）
笛
吹
市
境
川
町
石
橋
二
千
四
百
六
十
一
番
の
三
地
先
帯
石
橋
か
ら

甲
府
市
白
井
町
九
百
五
十
番
の
四
地
先
白
井
河
原
橋
ま
で

（
右
岸
）
笛
吹
市
境
川
町
藤
垈
千
四
百
十
九
番
地
の
二
地
先
帯
石
橋
か
ら

甲
府
市
白
井
町
二
千
二
百
八
十
番
の
一
地
先
白
井
河
原
橋
ま
で

坪
川

（
左
岸
）
南
ア
ル
プ
ス
市
落
合
村
北
百
十
八
番
の
二
地
先
か
ら

南
ア
ル
プ
ス
市
川
西
七
番
の
一
地
先
ま
で

（
右
岸
）
南
ア
ル
プ
ス
市
落
合
神
明
二
百
二
十
九
番
地
の
二
地
先
か
ら

南
巨
摩
郡
増
穂
町
大
椚
八
百
九
十
六
番
の
一
地
先
ま
で

滝
沢
川
（
左
岸
）
南
ア
ル
プ
ス
市
西
南
湖
四
千
四
百
一
番
の
四
地
先
湖
南
橋
か
ら

南
ア
ル
プ
ス
市
川
東
四
十
二
番
地
先
ま
で

（
右
岸
）
南
ア
ル
プ
ス
市
西
南
湖
四
千
四
百
二
十
七
番
地
先
湖
南
橋
か
ら

南
ア
ル
プ
ス
市
川
西
七
番
の
一
地
先
ま
で

芦
川

（
左
岸
）
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
四
千
五
百
三
十
二
番
地
先
か
ら

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
二
千
五
百
四
十
七
番
地
先
ま
で

（
右
岸
）
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
四
百
二
十
番
の
一
地
先
か
ら

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
三
千
百
十
一
番
の
二
地
先
ま
で
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梨
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公
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八
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八
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